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はじめに

京都の祇園祭の中には、中国の龍袍が北回りの交易経
路を辿ってもたらされた可能性がある品が伝来してい
る。本稿は日本で仕立て直され、祭礼の中で新たな命を
吹き込まれたこのような龍袍の掛物を考察対象とする。
この種の品は、蝦夷錦（えぞにしき）と呼ばれた。中
国で制作された蝦夷錦は、18-19 世紀を中心にアムール川
（黒竜江）下流域と樺太（サハリン）の先住民族が中国人、
アイヌ、日本人を相手に行った交易を通して、日本の本
土に運ばれた。北京から東北部を経て、アムール川を下
り、間宮海峡を渡って、樺太、そして北海道を経て本州
へ至るこの交易経路（図 1）は、北のシルクロードと通称
されている。この経路で日本に舶載された蝦夷錦は、日
本列島の北方の国際関係を示す品として注目され、主に
歴史学や文化人類学の分野において、1990 年代以降急速

に研究が蓄積されてきた。また、蝦夷錦に関しては科学
分析も行われ、織り込まれた糸の金属箔に含まれる金、
銀、銅などの元素の比率などが報告された 1。さらに、放
射性炭素年代測定も行われ、蝦夷錦の赤地龍文打敷の制
作年代は1678年から 1874年の間と推定された 2。しかし
放射性炭素年代測定は推定年代幅が広く、これは清朝の
初期から後期までにあたり、年代幅を狭められないとい
う問題がある。
これに対して、織り出された文様は時代的に変遷する
傾向があり、それを詳細に見てゆくと、より狭い幅での
制作年代の推定が可能である。しかし、蝦夷錦は織物で
あるにもかかわらず、織物組織や文様を詳細に考察する
ような、染織史的観点からのアプローチはほとんどなさ
れて来なかった 3。また、上述の如く祇園祭には蝦夷錦と
おぼしき品が複数伝来しているものの、それらの作は今
まで詳しく調査されたことがない。祇園祭の染織品は概
要調査が一段落したところであり、これから詳細な調査
を行って史料と伝来品をつきあわせながらそれらを検証
してゆく段階にある。
このような状況をうけて、本稿では今まで手をつけら
れてこなかった祇園祭の蝦夷錦とおぼしき品に関して、
染織史的観点から以下のように考察を進めてゆきたい。
まず史料を用いて、蝦夷錦はどのような品であると京都
の人が理解していたかを明らかにする。そして、祇園祭
の舁山の一つである油天神山（あぶらてんじんやま）に
伝来する紺地の龍文様の前掛に焦点を絞り、その織物の
文様と組織の特徴を明らかにする。また、その原形であ
る龍袍の中国における制作年代を推定する。さらに、そ
の龍袍からどのように生地が裁断されて掛物に再構成さ
れたかを推定する。最後に、この種の品の歴史背景と京
都への流入経路を浮かび上がらせてゆく。
なお、明治 2年（1869）に新政府が北海道と改称する
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図 1　北京から本州へ至る北のシルクロード



34. BULLETIN Vol.67  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS

前まで、この島は「蝦夷島」「蝦夷地」と呼ばれ、蝦夷地
には現在の北海道、樺太、千島列島が含まれていた。ま
た、「東蝦夷地」は千島列島と北海道の東南部、「西蝦夷
地」は樺太と北海道の西北部をさした。本稿ではこの島
を主に「北海道」と表記する。また、ロシア名で「サハ
リン島」、中国名で「庫頁島」と称される島は、日本では
江戸時代に「唐太」「カラフト」「北蝦夷地」と、そして
明治以降は「樺太」と記された。本稿ではこれを主に「樺
太」と表記する。さらに後に詳述するように、実物資料
上で 5爪の「龍」と 4爪の「蠎」（ぼう）を識別できない
ため、本稿ではこれを「龍」と俗称する。

蝦夷錦とは

蝦夷錦という語は、史料の上では 18 世紀になって現れ
てくる 4。たとえば元文 4年（1739）の『北海随筆』に、
以下の記述がみられる。「蝦夷錦、衣服に仕立てるとジッ
トクといふ。巻物をキンランといふ。おおくは古切れな
り。」そして、北海道の宗谷（そうや）の交易品である錦
（蝦夷錦）は樺太から来るもので、樺太の北に山丹、満州
があり、錦はそこから来るという旨も記されている 5。18
世紀には松前藩の交易に関係した人々の間で、蝦夷錦は
清朝の服や反物で、満州から山丹や樺太を経て松前へ
渡って来たという認識があったことが、複数の史料から
うかがわれる 6。
次に、実物資料に目を向けると、蝦夷錦と推定される
品は北海道、東北、北陸を中心に残っている 7。そのうち
北海道と青森の伝来品が多数を占め、2004 年の時点で北
海道に約 30 点、2006 年の時点で青森県に約 40 点あるこ
とが確認されている 8。ただし、所蔵者の家系、職業、入
手地、入手年代などから蝦夷錦の可能性が高いと推定さ
れた品がほとんどで、その大半は史料などで蝦夷錦と確
証できるわけではなく、蝦夷錦であるかどうかの判断は
難しいことが指摘されている 9。
これらの実物資料は紋織、綴織、刺繍の作が大半で、そ
の文様は龍、それについで牡丹が多い。そして、これら
の資料はすべて清代の作と推定されており、明代と推定
されるものは含まれていない 10。青森県に伝来する蝦夷
錦の 2点には、銘文が織り込まれている。大間町に伝来
する作には「蘇州織造臣舒文」、むつ市の作には「蘇州織
造臣銘海」とあり、2点とも蘇州で織られたものであるこ
とがわかる。舒文が蘇州織造に任官していたのは乾隆
36-42 年（1771-77）の頃であることから、このうち 1点
は乾隆期（1736-95）の制作であることが判明している 11。
蝦夷錦の伝来品の中には中国衣料の原形（朝服や蠎袍）
を保つものがあり、アムール下流域の人々は蝦夷錦を花
嫁衣装に用いた 12。また、反物や裂の状態で渡来する品

も多かった。そして蝦夷錦の衣の中には、日本人によっ
てひきほどかれ、打敷、袈裟、水引、陣羽織、祭礼用の
掛物などに仕立てられるものもあった。蝦夷錦とおぼし
き祇園祭の品は、京都において祭礼用に仕立て直された
ものである。

『増補祇園会細記』における蝦夷錦

祇園祭には、蝦夷錦の可能性がある品が複数伝来して
いる。この祭礼には長崎経由や琉球経由など、北回り以
外の経路で複数の中国製の染織品が流入して来た。その
ため、中国の龍や牡丹が紋織物、綴織、刺繍で表されて
いることを理由に、それを北方ルートの品とするような
短絡的な推定は成立しない。『祇園祭山鉾懸装品調査報告
書 -渡来染織品の部』13 は、町内文書やその他の史料の中
に蝦夷錦と記載されている品があることを報告してい
る。このような史料のうち、『増補祇園会細記』（以下『増
補』と略称）を読み進めてゆくと、後方に挿絵つきの蝦
夷錦の項があることに気づく。『増補』は祇園祭の山鉾町
に住む藤田吉右衛門貞栄が記したもので、文化 11 年
（1814）の奥書がある。そして、蝦夷錦に関する以下の記
載が含まれている 14。
蝦夷錦（エソニシキ）之事
増補
七日十四日とも 山鉾（ヤマホコ）の幕（マク）に蝦
夷錦（エソニシキ）を多用（モチ）ゆ。然るに此蝦
夷錦（エソニシキ）というものハ蝦夷（エソ）の国
（クニ）より織出（オリイダ）すものにして彼国（カ
ノクニ）の産物（サンブツ）のように思う人もあり。
全く左にあらず。元来唐山（モロコシ）のものにし
て満州山丹（マンジウサンタン）の人〈満州（マン
ジウ）ハ今の清（シン）朝の本国なり〉古錦（フル
ニシキ）衣服（イフク）の類（ルイ）を蝦夷地（エ
ソチ）ソウヤカラフト邊（ヘン）へ齎（モチ）来り、
蝦夷地（エソチ）の産物（サンフツ）、又ハ日本より
渡る鉄類（テツルイ）と交易（コウエキ）する所の
ものなり。蝦夷地（エソチ）にて織（ヲリ）出すも
のとてハ、アツシといふて甚麤末（ハナハダソマツ）
なる織物ばかりなり。是儀祇園会の式に係る事にあ
らねども、因（チナミ）に記す物也。
＊（　）内は原ルビ、〈　〉内は割書き、下線は筆者
による。以下同じ。

『増補』の筆者の藤田貞栄は、蝦夷錦は蝦夷で織られた
ように思えるが、そうではなく中国製で、満州山丹の人々
が古い錦の衣を蝦夷地、宗谷、カラフトあたりに持って
きて、蝦夷地の産物や日本から来る鉄と交易したものだ
ということを知っていたのである。
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此の衣服（イフク）をくづして山鉾（ヤマホコ）の
幕（マク）につくる。俗に是を蝦夷錦（エソニシキ）
の装束直（シヤウソクナヲ）しといふ。油小路天神
山に当時かかる所の幕（マク）即（スナハチ）是の
装束直（シヤウソクナヲ）しなり。
祇園祭ではこの衣服を山鉾の幕に仕立て直したものを

「蝦夷錦の装束直し」と呼び、油小路天神山（油天神山と
以下称す）にある幕がそれであると、藤田は指摘してい
る。そのため祇園祭における蝦夷錦を考える場合は、ま
ず油天神山の作を検討する必要があるだろう。
仙臺林子平著作三国通覧（センタイリンシヘイチヨ
サクサンゴクツウラン）ニ曰ク男夷（ナンイ）の衣
服なり。即是唐山（スナハチコレモロコシ）の物に
して満州（マンジウ）カラフトを経（ヘ）て蝦夷（エ
ソ）に来るなり。世に蝦夷錦（エソニシキ）という
もの是也。袖口を四五寸折返（ヲリカヘ）して着る
なり。これを馬脚（マアキヤ）と云。是即韃靼（コ
レスナハチダツタン）の風にして今の唐山（モロコ
シ）も皆此制。
これは林子平の『三国通覧』が言うところの男性の衣
服で、世間で蝦夷錦というのはこれであると藤田は指摘
している。それでは、『三国通覧』の「男夷の衣服」とは、
どのようなものであろうか。
林子平（1738-93）は江戸中・後期の海防思想家で、長
崎においてオランダ人からロシア南下の形成を聞いて国

防の必要を痛感し、『三国通覧図説』『開国兵談』などを
著わした。『三国通覧図説』は朝鮮、琉球、蝦夷の三国の
事柄を図入りで説明したもので、天明六年（1786）に刊
行された 15。この中に男夷の衣服の図が掲載されており、
以下のように記されている。
男夷ノ衣服也。是即唐山ノ物ニシテ、満州カラフト
ヲ経テ蝦夷ニ来ル也。世ニ蝦夷錦ト云モノ即是也。袖
口ヲ四五寸折返シテ着ル也。是ヲ馬脚（マアキヤ）ト
云。是即韃靼ノ風ニシテ今ノ唐山モ皆此制也。
この『三国通覧』と先に挙げた『増補』の記述を照ら
し合わせると、両者はほぼ同じで、藤田は林の記述をほ
ぼそのまま写したことがわかる。また、両者の図（図 2・
図 3）を照合すると、雲の位置や龍の尾の形、袖口の文様
などはやや異なるものの、図もやはりよく似ている。丸
首で、袖が細く、袖口に馬脚がつくこと、上半身に雲と
龍の文様、下方に波と雑宝の文様があることなど、清朝
の龍袍の形態と文様が図示されていることが見て取れ
る 16。
この『増補』の記載を読む限りでは、『増補』に蝦夷錦
と記された作が北方ルートの品であると即断することは
難しい。だが、『増補』に蝦夷錦と記された品が、絹織物
関係の豪商が集まる山鉾町の人物から、樺太や北海道を
経由して日本に舶載された中国製品と認識されていたこ
とは確実である。換言すれば、当時の京都の繊維関係者
が理解していた北方ルートの蝦夷錦の内容を、蝦夷錦と

図 2　『増補祇園会細記』（1814）の蝦夷錦之事の図 図 3　『三国通覧図説』（1786）の男夷ノ服の図
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記された品は示しているのである。

そこで次に、蝦夷錦の装束直しの幕がかかるとされる、
油天神山の項の蝦夷錦に関する記載を、『増補』から抜き
出してみよう。
錺附
―中略―
前掛　〈金箔置、蝦夷錦装束直し〉
祠幕　〈緋羅紗真松に紅梅の作り花を付る〉
両脇前掛同切
―後略―
ここでいう「錺附」（かざりつけ）は、山鉾が町中を巡
行する際に飾りつけるものをさす。前掛とは、山鉾の正
面につける掛物（図 4）をいう。前掛の項に「金箔置、蝦
夷錦装束直し」とあることから、『増補』が記された 1814
年の巡行用の前掛は、金箔がおかれた蝦夷錦の装束を掛
物に直したものであったことがわかる。また、「両脇前掛
同切」とあることから、山鉾の両脇にかける 2枚の胴幕
もまた、前掛と同種の裂だったことがうかがわれる。そ
してさらに、以下のような付記もみられる。
増補
宵夜錺
前掛〈中猩々緋縫、両脇蝦夷錦、其外織物立つだ〉
胴幕前掛ニ同シ
―後略―

「宵夜錺」とは、山鉾が巡行する前の夜に飾るもので、
この記載から油天神山は、巡行用と宵夜用の 2セットの
掛物を有していたことがわかる。『増補』の別の部分の記
述と照合すると 17、前掛の「中猩々緋縫、両脇蝦夷錦、其
外織物立つだ」は、以下のように解釈できる。前掛は 3
枚の生地からなっており、中心の生地は赤い毛織物に刺

繍が施されたもの（以下、刺繍毛織物と略称）、両脇の 2
枚は蝦夷錦である。さらに紅葉（たつだ）文様の織物も
用いられていた。そして、「胴幕前掛ニ同シ」とあること
から、胴幕 2枚も前掛と同じような品であることがうか
がわれる。ただし、これらの裂は大変貴重な輸入品であ
るため、前掛とまったく同じ裂が 2枚の胴幕に用いられ
ていたとは考えにくい。漠然と「同シ」と言うだけで、胴
幕 2枚が刺繍毛織物なのか、あるいは蝦夷錦なのか、あ
るいはそれらを組み合わせたものなのか、その詳細は判
然としない。
以上をまとめると、1814 年、油天神山には蝦夷錦の 2
セットの掛物があった。第一は巡行用のセット（前掛 1
枚と胴幕 2枚）で、金箔がおかれた蝦夷錦の装束直しで
ある。第二は宵夜用のセット（前掛 1枚と胴幕 2枚）で、
前掛には刺繍毛織物と蝦夷錦が用いられていた。胴幕 2
枚も前掛と同じような生地（刺繍毛織物と蝦夷錦、ある
いはそのどちらか）でつくられていたようである。要す
るに、1814 年に、油天神山には蝦夷錦関連の掛物が 6枚
あったようである。

ここで目を転じて、現在油天神山の蔵に残されている
品を見ると、『増補』の蝦夷錦の記載に該当する可能性が
ある掛物が、3枚残っている 18。
（1）金地雲龍文様の胴幕 19

（2）紺地雲龍文様の前掛 20

（3）紺地雲龍文様の胴幕 21

先に述べた『増補』の記述と、現存するこれらの作例
の対応に関しては、以下の2つの解釈が可能であろう。第
1の解釈は、巡行用の「金箔置、蝦夷錦装束直し」の記載
に関して、その金箔が置かれている部分を、主文様であ
る龍の部分と考える解釈である。（1）（2）（3）のすべて
の龍は、金箔が貼られた金糸で織り出されている。そこ
で、このように解釈する場合、（1）（2）（3）はすべて巡
行用のセットとなる。そして現存品を見ると、（2）は前
掛、（1）（3）は胴幕であり、この場合は『増補』の表記
と現存品の間に齟齬は生じない。
第 2の解釈は、金箔が置かれている部分を、龍だけで
なく、その背景も含むと考える解釈である。（1）を見る
と、龍だけでなく背景の部分もすべて金糸で織り出され、
全体が金色に輝いており、まさに「金箔置、蝦夷錦装束
直し」と形容されるにふさわしい。この第 2の解釈をと
るならば、背景が金地の（1）は巡行用の品となり、背景
が紺地の（2）（3）は巡行用の品ではない（＝宵夜用の品
である）ことになる。宵夜用の場合、前掛には刺繍毛織
物と蝦夷錦の両方が用いられていると『増補』に記され
ているが、現存している（2）（3）には蝦夷錦は用いられ
ているものの、刺繍毛織物は用いられていない。そこで、

前
掛胴

幕

図 4　巡行する油天神山。現在は平成に新調された前掛と胴掛が巡行に
用いられ、本稿の調査品は蔵で眠っている。
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『増補』に従えば、（2）（3）は前掛ではなく、胴幕となる。
しかしながら、現在（2）は前掛に仕立てられており、こ
の点が『増補』の記述と一致しない。ただし、現存品の
縁裂の状態を観察すると、縁裂が取り換えられているよ
うに見受けられ、この品は後になって胴幕から前掛に仕
立て直された可能性もあろう。
以上をまとめると、以下が言える。『増補』の油天神山
の項は記述の一部が不明瞭であるため、複数の解釈が可
能である。さらに現存品は、仕立て直されて幕の種類が
変わっている可能性もある。『増補』の記述と現存品の対
応に関しては、これら 3点の現存品が油天神山の項に記
されている品に該当することを、完全に肯定することも
完全に否定することもできない。ただし、現存品が『増
補』の記載品に該当する可能性は高いと言える 22。
ちなみに、（1）の金地の品は、文様の種類や配置など
が複雑で、装束直しの可能性はあるものの、掛物など別
の原形を直した可能性も否定しきれないと筆者は考えて
いる 23。また、（3）も文様や配置などがやや複雑で、同
じ特徴を示す龍袍の実物作例を筆者はまだ十分に確認し
得ていない。これに対して、（2）を「装束直し」とみる
ことは、他の染織研究者にとっても異論のないところで
あろう。そこで本稿では（2）紺地雲龍文様の前掛に焦点
を絞って、考察を進めてゆきたい。そして（1）（3）に関
しては、関連資料が出そろった時点で、稿をあらためて
考察したい。

油天神山の紺地雲龍文様の前掛

（1）掛物の図様の構成
油天神山に伝来する紺地雲龍文様の前掛（図 5）は、中
央上部に大きな正面向きの龍（正龍）（図 6）が 1匹配さ
れ、その下方と左右にやや小ぶりの横向きの龍（行龍）が
4匹配されている。さらに画面の左下に、別の正龍の手足
の断片が確認できる。これらの龍の背景は雲で埋められ、
画面左右の下方をよく見ると、山と波の図様の断片も認
められる。
地色は紺色で、龍は金色、雲は金・水色・青の糸で織
り出されている。この作は一見一枚の生地のように見え
るが、実は複数の裂片が縫い合わされたもので、調査の
結果 8枚の裂から構成されていることが判明した（図 7）。
蝦夷錦の袍は後述する歴史背景から、王侯貴族ではな
く官員の袍であると推察されるが、清朝の官員の冠服は
皇帝の冠服に準じていた。乾隆期以降の皇帝の冠服は、礼
服、吉服、常服、行服、雨服に大きく分けられ 24、この
うち蝦夷錦のような龍文様の錦が用いられたのは、礼服
と吉服である。
皇帝の礼服は重要な慶典や祭祀の際に着用されるもの

で、朝袍を中心とする冠や帯などから構成されていた。朝
袍には、朝服と祭服の 2種があり、上衣と下裳が一体に
なるように縫い合わされ、裾の近くに襞をとる独特な形
態をしている。吉服は、礼服につぐ格式のもので、吉慶
などの際に用いられ、龍袍を中心とする冠や帯などから

図 6　正龍

図 5　油天神山、紺地雲龍文様前掛

図 7　紺地雲龍文様前掛の縫製図
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構成されていた。龍袍は下方に襞をとらない形状で、上
部に正龍や行龍、下部に山、波、海などの文様を配す図
様構成が次第に確立されていった 25。
油天神山の中心裂は上部に正龍 1匹、その下に行龍 2
匹を配す構成で、断片ではあるが山や波の文様も入って
おり、清朝で用いられた龍袍の図様構成と一致する。

（2）図様の特徴
清朝の龍袍に表された図様は時代によって変遷してゆ
くため、以下油天神山の掛物に表された龍の特徴を細か
くみてゆきたい。
この正龍（図 8）は頬が外向きに突き出しており、下顎
ががっしりして大きい。眉毛はトゲのような形をしてお
り、上に向いている（図 9）。黒目は中央に寄り気味であ
る。このような特徴は清朝の順治期（1644-61）・康熙期
（1662-1722）の龍の特徴で、乾隆期には眉毛が下向きに
変わってゆく 26。また、油天神山の龍は、背にそって 3つ

の半円と 1つのとげ状の突起を連続させて、ひれ（背鰭）
を表している（図 10）。さらに、腹にそって管のように細
長い色面をつなげて、龍の腹甲（肚節）を表している（同
図）。このような特徴もまた、順治・康熙時代の龍の特徴
で、乾隆期には背びれや腹甲の形が変化してゆく 27。以
上のような特徴は正龍だけでなく行龍にも確認でき、こ
の龍袍は順治・康熙期を中心とする清朝の初期の作と推
察される。
龍袍は爪の数や地の色で、着用者の階級がわかる場合
がある。油天神山の龍はすべて 5爪（図 11）であるが、
本作の龍袍は着用者の階級がわかるだろうか。清朝の初
期は龍袍の規定が整っていなかったが、その後次第に整
えられて、順治 9年（1652）に皇帝以下親王、世子、郡
王は 5爪の龍、それ以下の皇族や外藩の貴族は 4爪の蠎
を着用することが規定された。だが、大臣官員に 5爪の
龍が下賜された場合は爪を一つ取って用いるように、康
熙 26 年（1687）に規定されており、康熙期には官員に 5

図 11　正龍の 5爪

背
鰭腹

甲

図 10　正龍の背鰭と腹甲

図 9　正龍の眉と目

図 8　正龍の顔面






















